
機密性2完窒|生2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(聴覚､鼻腔機能､平衡機能､そしゃく､嚥下機能､言語機能の障害用） （2／2）

(5)奇次又'土苫踊挽侭の障瀞

ァ会謡Iごよる意思疎通の限哩（膜当するものを選んでどれか1つをOで側維でください画）

1埋蒋は．賭十二とや錐を理A岡-る二とにほとん墜刷限がなく、 3懇者は。議す-ことやⅢいて理解することのどちらか叉はその両方
日常会癖雛とでも成立する、 に多くの制限があるため、個常会話が、互い『ﾆ内容壷推論したり、

たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ。

4廻蒋は、尭滞に間わる織能を喪失計-るか、琴ことや剛いて理鋪
することのどちらか又朧両方がほとんどでき左いため、日常会話

が躯とも成立しない

患窃は、陸寸二とやIⅢし､で理赫寸ることのどちらか又朧
その両方に一定の制限があるもの”、旧儲会話が、互01に

確認することなどで、ある副災成り立へ

2

イ発音不能左顧音（柵潜障害､智癒障寄又'ま剰覚陣密による陣寄がある出合に､記入してくださ§も）

1 4禰の船荷（旗当寸竜もの1つをOで11M,んでくださ峰) 1I発奮:こ閥する検壷誌果〈諾審発語明瞭庇倹鐸ど）

口鷹奇（ま行帝．ぱ行蒜、ぱ行商幕） －

1 全て鑓群できる 2－叩綣音でさ‘る 3発奇不旋

爾奇、側茎荷《さ行府、た行青、ら行瀞騨）

1 全て発蕎できる 2－郁促帝できる 3発晋不能

柑裟硬口蓋膏（しや、②や、じゃ都）

1 全て発帝できる 2－部継蒋できる 3発蒲不能

軟側錯帝（が行職が行奇綱

1全て発嶽できる 2－郁鮭瀞でき垂 3発瀞不能

ウ失船捉の陣醤の偲血 （失砺雄がある卿約に.肥入してくださいd)

I帝脚曾畷の溌111|及び理解"翻喚僻当寸繩の1つを○でUIIんでください1) Ⅱ失剛症に側する険証桔巣(擦蝦失語症険究など)

刀lli柵の呼称(111開必例:家,靴下､側勤耶、瓶服.水）

1できる 2お鎧むねできる 3あまりぞきおい ‘Iできない

｜
短文の発砺（2～3文節棚皮，例；女の子が本を雛んでいるツ

1できる 2おおむねでぎる 3あょりできたい ‘lできない

俊文の椛擶（41～6文節極度、例：秘の猿に、俗から大きな小包が胴いた）

lできる 2おおむねできる 3あまりでき*､､ JIできない

lii諾の皿カギ〈例; il蝿の兜話と伺い

1できる 2おおむねできる 3あまりできない 4でき左い

短文の理AW（偶呂陶文”罹話とImじ）

1できる 色おおむね'できる 3あまりできない 4できない

長文の理解（01：長文の発話と側じ）

1できる 2おおむねできる 3あまりできない ‘lできない

凹型症1IWの日常生活活
動能力及び労畿能力
（必ず鹿入してください.）

哩

予 後

（必ず鹿入してください画）

瞳

偏 毒

本人の障害の程度及び状愈に無闘係な欄には函入する必要はありません｡《無関爆な讃は､斜線により抹潤してください｡）

上記のとおり､診断し叢爽 平成 年 月 冊
、

痢朧又は齢縦所の名称 診撫担当科名

所 在 地 鵬師氏翁 印
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(1)留意事項

○診断書⑩(5)ア欄｢音声又は言語機能の障害」

「音声又は言語機能の障害｣がある場合､この欄は必ず記入されていること。

【構音障害､音声障害､聴覚障害による障害】

患者の"話すこと"の制限の程度について､該当するものが選択されていること。

【失語症】

患者の"話すこと"や"聞いて理解すること"の制限の程度について論該当するもの

が選択されていること。

・失語症は脳血管疾患等を主な原因として発生する言語機能の障害ですが､言

語機能の障害と併せて肢体の障害(麻痒)や精神の障害(高次脳機能障害)を

有する場合も多いため､必要に応じて､肢体の障害用又は精神の障害用の診

断書が添付されているかを確認すること。

(注）喉頭全摘出手術を施した日が､その原因となった傷病の初診日から起算して1年6月

を経過する前である場合は､その日が障害認定日となる。

○診断書⑩(5)イ欄｢発音不能な語音」

構音障害音声障害又は聴覚障害による障害がある場合に記入されていること。

○診断書⑩(5)ウ欄｢失語症の障害の程度」

脳血管疾患や失語症による請求の場合に記入漏れがないこと。

○診断書⑪欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持ちますので､現症時において日常

生活がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入

されていること。

○診断書⑫欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

】
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
ー

(肢体の障害用） （1／2）

嫌式第|120号の3
国民年金
厚生年金保険 診 断

雲
日⑬ (肢体の障害用）
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本人の障害の程度及び恢鰹に無間係な欄には露入する必要はありません驚 く無間係な鋼Iま、斜纏により抹洞してください｡）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(1)主な傷病名

上肢又は下肢の離断(切断)、上肢又は下肢の外傷性運動障害､脳梗塞､脳出

血､重症筋無力症､関節リウマチ､脊髄損傷､筋ヅｽﾄﾛﾌｨ－､変形性股関節症、

変形性膝関節症､脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)､線維筋痛症など

(2)留意事項
■

○診断書①欄～⑩欄

診断書①欄から⑩欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するために

必要となる｡）

「遷延性植物状態｣により障害年金を請求する場合､その状態に至った日を起算

して3月を経過した日以後を障害認定日と判断するため､診断書⑨欄に遷延性植

物状態に至った日が記入されていること。

○「障害の状態(平成年月 日現症)j

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､現症日

が記入されていること。

○診断書⑪柵｢切断又は離断･変形･麻偉｣､診断書⑭欄|~握力」

上肢･下肢の切断(離断)､変形､脳血管疾患(脳梗塞脳出血､クモ膜下出血、

脳血栓症等)による機能障害がある場合は､この欄が記入されていること。

(注）上肢､下肢の切断又は離断､欠損による機能障害の場合は､その原因(要因)となった

傷病の初診日から起算して1年6月を経過する前である場合は､肢体の切断又は離断、

欠損の日をもって障害認定日となる。

○診断書⑫｢脊柱の障害｜

脊柱の障害の場合は､この欄が記入されていること。

○診断書⑬欄｢人工骨頭･人工関節の装着の状態」

変形性股関節症等により､人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている場合

は､この欄が記入されていること。

（注）人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている日が､その施術の原因(要因)となっ

た傷病の初診日から起算して1年6月を経過する前である場合は､挿入置換術日が障害認

定日となる。

（注）人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合は､挿入置換した数によらず原則3級となる
が､上位等級(2級以上)に該当する可能性が有る場合は､平成24年5月30日【給付指2

012-126】｢国民年金･厚生年金保険障害認定基準の一部改正｣(指示･依頼)の別添7

①～③に基づき事務処理を行うこと。

○診断書⑮欄｢手(足)指関節の他動可動域」

この櫛については､障害が右(左)の場合は､健側についても必ず記入されている

こと｡（健側と対比して認定するため｡）

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(肢体の障害用） （2／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

○「障害の状態(平成年月 日現症)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので籠現症日

が記入されていること。

○診断書⑯欄｢関節可動域及び筋力」

障害が右(左)の場合は､健側についても必ず記入されていること｡（健側と対比し

て認定するため｡）また､欄外の｢股関節屈曲値｣は、 1又は2のいずれの測定による

ものか○が付されていること。 【ポイント】
先天性股関節疾患（臼蓋形
成不全を含む）の初診日に

ついてI虫障害辱金の初診
臼に関する調査票〔先天性
股関節疾患（臼蓋形成不全

を含む）用〕を審査する際
の資料とする。
請求傷病が「線維筋痛掴
の場合は､重症度分類試案
（ステージI～V)が記入
されていること、「脳肯髄

液減少症（脳青髄液漏出
症)」の場合I式日中（起
床から就床まで）の臥位
（臥床）時間が診断書に記
入されていることを確認
すること。

○診断書⑰欄｢四肢長及び四肢囲」

両変形性股関節症や関節リウマチ等による障害の場合は､必ず記載されているこ

と。

障害が右(左)の場合は､健側についても必ず記入されていること｡（健側と対比し

て認定するため｡）

○診断書⑬欄｢日常生活における動作の障害の程度」

a～qまでは､「○｣､「○△｣、「△×｣、「×｣のいずれかの記号が記入されているこ

と､『～tまでは､アーエの該当する状態に○が付されていること､補助用具は使用し

ない状態で記入されていること。

○診断書⑲欄｢補助用具使用状況」

補助用具を使用している場合は､その使用状況が記入されていること。

○診断書⑳欄｢その他の精神･身体の障害の状態」

該当する症状がある場合は､記入されていること｡言語障害がある方には､言語

障害の症状を確認し､聴覚等の診断書の有無について確認する必要があること。

○診断書⑳欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持つので､現症時において日常生活

がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入され

ていること。

○診断書⑳欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
。

(精神の障害用） （1／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(1)主な傷病名

統合失調症､双極性障害(躁うつ病)､てんかん性精神病､知的障害､アルツハイマ

ー病､頭部外傷後遺症､高次脳機能障害広汎性発達障害､てんかんなど

(2)留意事項

○診断書①欄～⑨欄

診断書①欄から⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと｡また､次の項目についても確認すること。

・診断書①欄に｢ICD-10ｺｰド｣が記入されていること。

． 「ア発育、養育歴｣、「イ教育歴｣、「ウ職歴｣及び｢エ治療歴｣が､記入され

ていること。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその

申立て年月日が必ず記入されていること｡(本人の申立てが､診断書作成医療

機関の初診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか

判断するために必要となる｡）

【ポイント】

ICD-10コード（国際

疾病分類）は､精神及び行
動の障害であれば「F」で
始まり、神経系の疾患であ
れば｢G｣で始まるコード
のこと。

例えば、統合失調症であれ
ば「F20」や「F20.
0」となり、てんかんであ

れば「G40Jや｢G40.
0」と記入される。

○診断書⑩欄｢障害の状態(平成年月 日現症)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､現症日

が記入されていること｡また､「ア現在の病状又は状態像｣｢イ左記の状態につい

てその程度･症状｣｢ウ日常生活状況｣(診断書裏面)は､必ず記入されていること。

・てんかんは急てんかん発作のﾀｲブと頻度が記入されていること。

＜参考診断書｢記入上の注意(糖神の障害用診断書)｣より抜粋＞

てんかんの発作回数は､過去2年間の状態あるいは､おおむね今後2年間に予想さ

れる状態を記入してください。

また､てんかんの発作の欄は､下記の発作のﾀｲブを参考にしてA～Dを○で囲んでく

ださい。

A:意識障害を呈し､状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず､転倒する発作

C:意識を失い､行為が途絶するが､倒れない発作

D:意識障害はないが､随意運動が失われる発作

・高次脳機能障害の失語の症状について､審査を希望している場合は､言語機

能の障害用(様式第120号の2)の診断書が添付されていること。

－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(精神の障害用） （2／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
一

○診断書⑩欄｢障害の状態(平成年月 日現症)｣(つづき）

「工現症時の就労状況｣については､記入されていなくても不備としないこと｡ま

た､「力臨床所見(心理テスト(知能障害の場合には､知能指数､精神年齢)を含

む｡）｣には､請求する傷病が｢知的障害｣、「発達障害｣の場合は､知能指数または

精神年齢が記入されていること。

また､検査を行った日についても記入されていること。

○診断書⑪欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持ちますので､現症時において日常

生活がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入

されていること。

○診断書⑫欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

○診断書⑬欄｢備考」

「①障害の原因となった傷病名｣に神経症圏(ICD-10ｺｰドが｢F4｣で始まる傷

病)の傷病が記入されている場合で､「統合失調症｣、「統合失調症型障害｣、「妄想

障害｣、「気分(感情)障害｣の病態を示しているときは､その旨と示している病態のIC

D-10コードが記入されていること。

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

注意！

精神の障害用堕診断書は､精神保健指定医又は精神科を標袴する医師により作

成されていること。

ただし､てんかん､知的障害､発達障害､認知症､高次脳機能障害などは､小児

科､脳神経外科､神経内科､リハビリテーション科､老年科などでそれぞれ専門医師

として従事しているのであれば､精神科の医師でなくても作成することができる。

障害年金審査業務マニュアル

422



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(呼吸器疾患の障害用） （1／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断害様式ごとの留意事項
一

(1)主な傷病名

肺結核､じん肺､気管支喘息､慢性気管支炎､膿胸､肺線維症､肺化のう症､C

OPD(慢性閉塞性肺疾患)､けい肺(これに類似するじん肺を含む）など

(2)留意事項

○診断書①欄～⑨欄

診断書①欄から⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるの琶記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するため｡）

○診断書⑩欄｢共通項目」

呼吸器疾患の必須項目となっているので､呼吸不全の状態がない場合でも記入

されていること｡また､次の項目についても確認すること。

・ いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､必ず

検査年月日((平成年月 日)赤字の部分)が記入されていること。

・動脈血ガス分析値は安静状態の計測値であり､酸素吸入施行中の値であると

きは､酸素吸入量が記入されていること。

・在宅酸素療法を施行している場合は､その開始日、施行時間､酸素吸入量が

記入されていること。

注意！

呼吸器系結核､肺化のう症けい肺(これに類似するじん肺を含む)の疾病は､X

線フィルムが添付されていること。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共嘉資料2診断書様式ごとの留意事項

(呼吸器疾患の障害用） （2／2）

理肺誌猿塵（平成 年 馬 臼豊匡

ユ調部X擁所見(B)
初診坪鰯■・早皇江 再 ョ

I調部x擁所見(B)
初診坪鰯■・早皇 軍 月

一『←

2鎗核茜撲臺康護

（玩主険建力とき膣その減と丑終風壷用号侍屋らてく芯さ勺咄）
喚壷靭興(たん､喉頭雪亜､撹管糞溌轟尿.冑或､穿翻澱

他林 靖受

爵削尋虞隼 m B－●《ガﾌ今一 サ ＆一十《 言壱二一】
電極･亭虐年月 E一十(ガフ4－ 粉：一÷【 二回二-1

r－

§紅風のA図のX笹

;所”日本“蝿

r－ 』

§紅風のA図のX笹
胃

i所見の日本砲快痢
●

；学金傍創を髭入L
：

iて“きい
8

:．…．．『．…｡"､…→

台左頁

1 2 3

r nmWV

3安蒼度

蛎枝釘絢他鋤針の安貯庇表によ’つぎ挺八してくだ書い｡1

1血 Z便 急歴 4座 、圧 6度 7度8度塁劉隈

4その他の所見

1値旗手鰐蹟腱張抵公R負盟圏丘通朗の再旦烹 ・ 墓】

借

1

‘【 ＶⅣ

卿
３
圃

崖
２
〃

弾 倒

側農の麓がり

衝 園’
B本峨妓購
学童分印

｜
郵
一
１
２

ん 肺（平成 年 晨

じん脚法X繍写其区分

瞳ん肺管理区分

冒涜宝1
－

〈 1 2

（ 1 2

’3 4 ）

3 イ・ロ 4 ）

夢気管支噛忠（平唾 年 月 巳襄産

2 ピークフロー値(PEFR)
般離いアノ蝿鹿｡剛剛の

最憲使 〃分，塁優櫨 〃分．甲均的 4鰯

2 ピークフロー値(PEFR)

般敗いアノI稚度の剛剛の

最塞笛 〃分‘唾姉"分．轟伝侭 〃分〃分，甲均的 ＃燭

1跨間の経遇と症後
1轆瑳状鋤閲に儲躍択の馴醐力妨るゃ

I2i梼珪十る項卑嘩状のため侭簾塵扱の朔閲がなしOh

蝿し遥性安富期であるごどを荒縄とし､発作恥の成雑魁除く）

6拾 窪

1汐母で盤用しても｡心裏鞭睡C隼をつ$ｻでく輝鉾
l最入又子宮,fF躯布・■8便flI魁低11母．l順l腫・畠嬬砂

‘ユその他の蜜劃1併晒しでいる1

，脚間仲珊嘩癖弔・ロ黙｡抑ｴｼ鋪体棚則F ・テガラィッル朧敏饗炉

，仙鱗娩件・控11スヂ幽搾遮・その姓 ､

難卿は与勿猫諺

“プレドニゾ訂ン密3B腱1仇別3娠到以上f辺Ⅲしている

K2》ず胸1J窒八3ﾝ缶13龍烏嘩劇尋鰹&麹入ｽﾅ理ｲドを“叩臥卜を連卯兵い愚
個lスナ世イ1唾を鰐rl又は“1急jI3幽肌皿画している｡卿平幼 囲

い醜入又乎官イ雄iIMm曲芯.以上を虫附しでいあ

《劉矧W勵吻み騒胸其テロイド量併M1.rろ，
(⑲錨支紬畿鮒のみでコントぽ一非している

細!し慢性安富期であるこどを詰捷とし、発作恥の成雑魁除く）

発作の頻度

Iヨドニ 5日以上

1配信3～＄B

Xg鱈1～2B

そわぬ

発作の強度

大尭伸:青し《て戯耐なく､金麓も画

卓畳循『青L《て柚侭をれなく．釜琵も苦“‘

小発作号若し、寺愉腫鐵嘩、会鱈l幽偲瞠善遇

暑の陸①零のみ琴急ぐと曹しい

②怠いでもきし〈ない

４
Ⅲ
睡
醐
畑

３
側
哩
３
咄

5入院・紋怠塞受鯵脹

(1，入偶腔 タi ’館

唾斐酔目1邑駅血のため龍入臆し企鵠令14、その刷刷警属入）

20牡郵詮診堕 竹・隈

伺材fI風向瞳曇維L蛍嶋介i倉．配人 7喫煙雁

吸口亀名‘とが余い

やめた 1面《

吸う lEl

J年岡

〉年岡

I本■1

半冨《

剛
その他の津婁又は

窪撰の所見等

卒■ 了 B海壹

剛
その他の津婁又は

窪撰の所見等

卒■ 了 B海壹

睡
現塞蒔の日常生活濯

勘鍵力及び労臘臆力

必丁雌へ T乱．

匿了

岬
予
上

後

13

扉

考蘭

平成 隼 月 日上腿のとおり．鯵断しきす。

痢院又は診鎌所の軽称

所 在 地 鯵露担当科瑞

医師氏名 印

1
一

障害年金審査業務マニュアル

425



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共預資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

○診断書⑪欄｢肺結核症｣､診断書⑫欄｢じん肺｣､診断書⑬欄｢気管支喘息｣、

診断書⑭欄｢その他の障害又は症状の所見等」

請求する傷病に応じて必要な所見､検査結果が記入されていること。

【ポイント】
初診時（1番最初に受診し
た医痘機関)の医師の証明
が添付できない場合であ
って、請求者から健診日を

初診日とするよう申立て
がある場合は、障害年金の
初診日に関する調査票〔肺
の病気用〕を確認するこ
と。

○診断書⑮欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持つので､現症時において日常生活

がどのような状況であるのか.また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入され

ていること。

○診断書⑯欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

Ⅱ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
1

(循環器疾患の障害用） （1／2）

様式筋腿0階の6-(1)

(備潔器疾魁の脈窟剛）⑥
聿
冒

国民年企
厚生年撤保険 診 断

|鯉1’性別|…!' ’生年J1、
【ﾂ吸都ナ】
氏鑑

昭和
平成

蝿・女年 月 日生(． 隅）

肯守汗｢’
郡市
区

梛通
卿県他所

膠表維で蹄洩

芋k⑭＊立て
.（ 園 、 冊）

團

傷斜の発生jILHm
一
診
疲
蝿
で
篭
鯉
挿
ま
た
総
一
＊
人
鋤
申
立
て
一
の
里
ち
ら
か
を
○
で
翻
謝
。

午
人
の
伽
立
て
切
叫
絢
腫
．
そ
れ
を
砥
画
し
た
年
〃
日
垂
超
入
し
て
く
だ
さ
い

① 細
壷
瑠
毫 ぐ

ぐ

喉 J1 日
障欝の原悶
となった
伽蝋名

除'霧威で菟鰯
牢人の申立で
I 幸 塊 H】

I⑳①のた豹ﾘﾙめて医
師の恥掴遷受けた日

輯和
平壷

隼 Ii 肩

隆嘩’
⑥
鰹稚症’

⑤既存
臓省

師傷瓶の卯悶
又腱誘凶 月 日）初鯵隼月日（甑和・平辰 年

砿叫

推定

③
I将痢が論った綻状が偏定して治蝋
の効染が期符できない状態を含
唾)かどう力駐

治った日 平成 年 月 fl

症戟のよくなる蝿i八 荷 ． 無

惚澗が治っている珊合・

慨病が治っていない蝿合 不明

腿診断割$I底医襲識閥に
おける棚勤跡所見

初齢年月日
I鰯岨・牢底年 興 卸

砂華回致I手､I 回．月報調 回⑨（
お
敵
い
》
菖
床
所
見
等
は
ｑ
齢
撰
鰍
に
義
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
配
入
し
て
く
だ
さ
い
．

鯉在煮で鰯治縦の内
鮮.j脈1､怪過.その
他参吟と詮ろW画面 ’

手
術
歴 葉羅#圓《 年 月

）
日）

蕊ﾄ豊幽＃峨大 ｜
蛾小I｜ 国,総’国

血
圧ﾄ儲一詔 鬮⑩計 測

《亭憲 年 月 巳3画】
脈拍

障 害 の 我 皿

⑪禰環響疾患 〈平威 年 月 曰裂鍾

2一敗択皿区分表 （平戚 年 侭 日）

“Ⅲずるい》を選んで壁れふ－つをOで鯛為でくださいb）

ア塾症状で社会浦軸ができ‐刷隅を受けること左く．経嬬愉と肘悔にふる讃えるもの

イ軽酔僅炊があり．知似労働'た創限些愛8ﾂろが．妙W、稚労機や唾毒塞巷尋もの
閏たば､挫い率＊･事審など

ウ歩野や身の韮わりの二と陰で皇尋が.鈎旙少し介助が乞豊なこともあり、軽労曇栓
でき左いが．n中郷50秘以上は“して寺唱もの

＝香の虫おりのある概屡のことばできるが．しばしI＆介鯛3睡要で．日韓のsO9&以上
は牡眼して鋸り．凹涜健息外ぺぬ外1M惇がほぼ千町‘麹となったも嘩

芳釘のまれりめ二ともできず、常に介ﾘｩを必饗とし,糾日欽喉を強いられ､細”穐
囲が報』割きベッド陶辺に限られるも｡〃

(1)心カテーテル愉去 《平成 平 川 ，帥

屋室哩出率 芦仁 飢

冠動現れん銘購疑試戦 （愚 ・ 布） （険住・鴎位1

左主幹髄に50雛以上の鑛窄 〈雛 ・ 布）

芯本勿主要冠“;旨7雨も以上の筏項 （蚤 ・ 存）

箭見

１
１
１
１
１
１

蒋
帯
芳
苓
薯
藤

。
●
●
●
④
■
ｈ
■
百

打
有
打
荷
布
禰
布

令
●
●
①
母
◆
申

児
檸
罎
檸
悟
幅
峰
蝉

所
状
碓
鯉
伸
廷
れ
毎
神

跳
雌
鮒
》
”
胸
砿
窺
失

Ｉ
ｌｉ ｌ （

お
願
い
）
大
文
字
の
梱
は
、
龍
入
濁
れ
が
な
い
よ
う
に
舵
入
し
て
く
だ
さ
い
。

(2)他食所見

チァノーゼ （照・有・箸）

瀞 蝶 〈熊・有．若】

凧婦照怒璽 （鱈・布I

ばち覗謂 〔無・有）

原盈陳少 〈錘・有1

塁債的維帝 （鰹・布】

（陸vim哩 暉1

3心機能分鯛(NY1,1A) ( 1 ･n･m。Ⅳ）

4検壷所見

(1)心葱園所見

（心電図所見のあるものは．

の資雛翰心電図

心窪姓期外収箱 イ焦

心扉細勤・棚動 【焦

兜全逓脚ブ画ツタ 〔郷

関旧性心筋便罐 （無

その他（

②焚締心愈鴎 （黒

（賎性・慶阻性・隅生1

③ホルダー心電図《聾

（所処

必ず心竃図.(コピー）を表付してください。）

〈平康 年 月 B〉

･有） 完錘室プ唾ツク 〈農・称）

･有〉 ubbi蛇Ⅱ型翻室ブロック（蕊・櫛）

･河〉 ，0.2mV以hのST低下（熊・ ;f『）

･荷〉 原い陰惟T波《無．¥『《 ”）

）

･軒〉 《平成 年 月 日）

Ⅵ汀垂

･布） 《平康 年 月 臼〉
）

(5)心＝コー倹狂 （平峨 年 月 日）
た麹雄鶏期癖 ＝ た森蜘噛剛樗 面

左霊駆出厭I EF 蝿

所拠《た霊屋大、弁硬症、塗蚤橦の剛隈．催定跡勤輔屋等》

<寧歳 年 月 日）睦1胸即X韓所見

心胸轆曝数

隙冊脈うつ卿

（ 船】

（無・有・等）

(6)血椛検査 《平解 年 、 固）

HNP伍（個性ナトリウム,剥躍ペプチ脚 nﾛゾ割一

NTやmaNF髄（簸性ナホリウム利摩ベプチド仙騨体間箔ブラグメント）
かぎ麺一

(平雄 年 月 側）(:1)動脈由ガス'分9『甑

eh顧歳⑪了 丹岸

猷哩壷“曾勢序

塗
耐

Sその他の所見 (平成 年 月 日）

本人の醒害の程度及び撰皿に無関係な楓には配入する函要ほありま壱X,豆一顧閲係な掴は、斜麗により掠澗してください。 ）

－
I■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
ｰ

(1)主な傷病名

僧帽弁狭窄症大動脈弁狭窄症､僧帽弁閉鎖不全症､慢性虚血性心疾患､冠状

動脈硬化症､狭心症､ブルガタ症候群､心筋梗塞､胸部大動脈瘤解離悪性高血

圧､肺血栓塞栓症､肺動脈性肺高血圧症など

(2)留意事項

○診断書①欄～⑩棚

診断書①欄から⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡(本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するため｡）

○診断書⑪欄｢循環器疾患」

「1臨床所見｣及び｢2一般状態区分｣の欄が記入されていること｡「3検査所

見｣及び｢4その他の所見｣については､必要と思われる項目が記入されているこ

と。

心カテーテル検査等については､患者への身体的負担が大きい検査は必須では

なく､過去に行った当該検査結果の参考記入でも良いこととなっていること。

また､次の項目についても確認すること。

・ いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､必ず

検査年月日((平成年月 日)赤字部分)が記入されていること。

・心疾患は､心電図のｺピｰが添付されていること。

・心臓ペースメーカー､植え込み型除細動器(ICD)､人工弁､人工血管､心臓移

植､CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同

期医療機器)を装着した場合は､心臓ペースメーカー等を装着･施術した日以

後の現症日が記入されていること。

(注)心臓ペースメーカー等を装着･施術した場合は､装着日･施術日がその原因(要因)とな

った傷病の初診日から起算して1年6月を経過する前である場合は､心臓ペースメーカ

ー等の装着日･施術日が障害認定日となる。

(注)人工弁(弁置換術)には､機械弁､生体弁､ホモグラフトの3種類がありますが､弁形成術

に使用する人工弁輪は人工弁ではないので上記の取扱いには該当しない。

『
山
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(循環器疾患の障害用） （2／2）

害 の 接 鰹陣

〈平成 年 月 (砿当十ろ催邸について記入してください． ）冒現症）⑫疾息別所見

1 心筋疾胆

（1）肥大型心筋症

（2）拡狼型心筋症

⑬）その仙鋤心筋症

（柵所見（

2虚血性心集塵

（1）心不全症状

“我心症松

⑬）梗撫後旋心窪状

（4）心鐡性期外収‘論

（5） イシターベンシヨシ

(6) ACバイパス術

（7）秤 笑 零

（3）その他の手術

側）その他（

観
》
鰯
鰍

術
術
術

I

帳労作で布 ・ 安榊$而

怪労作で有 ・ 安恥時↑i
帷労作で有 ・ 安師時禰

布 （“和 “

Y『 初回：呼成 隼

荊 初回： （平成 竿

布 （平成 年

術 （手術名

繋
無
銅
岬
鯉
郷
照
鮒
鋤

）閲．手推（Ⅱ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

○診断書⑫欄｢疾患別所見」

「1心筋疾患｣、「2虚血性心疾患｣、「3不整脈｣、「4大動脈疾患｣､「5先

天性心疾患･弁疾患｣、「6重症心不全｣、「7高血圧症｣及び｢8その他の循環

器疾患｣については､必要と思われる項目が記入されていること。

「心臓再同期医療機器(CRT)｣、「除細動器機能付き心臓再同期医療機器

(CRT-D)｣を装着した場合は、「6重症心不全｣だけでなく､軽度の心不全又は無

症状の心機能低下に対しては⑮欄｢備考｣にも記入されている場合があるため確認

すること｡なお､重症心不全に対してCRT､CRT-Dが施行された場合には､障害等

級2級に該当すること。

【ポイント】
初診時（1番最初に受診し
た医這挫関〕の医師の証明
が添付できない場合であ
って、請求者から鰹診臼を

初診日とするよう申立て
がある場合は、障害年金の

初診日に関する調査票〔心
臓の病気用〕を確認するこ
と。

○,診断書⑬欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持ちますので､現症時において日常

生活がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入

されていること。

○診断書⑭欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､｢不詳｣等と必ず記入されている

こと。

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用（1／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(1)主な傷病名

（腎疾患)慢性腎炎､ネフローゼ症候群､慢性糸球体腎炎､慢性腎不全など

（肝疾患)肝硬変､多発性肝腫瘍､肝癌など

（糖尿病疾患)糖尿病､糖尿病を原因とする合併症など

(2)留意事項

○診断書①欄～⑩欄

診断書①欄から⑩欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するために

必要となる｡）

○診断書⑪桶｢一般状態区分表(平成年月 日)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､必ず現

症日(平成年月 日)が記入されていること､また､アーオのいずれかに○が

付されていること。

○診断書⑫欄｢腎疾患(平成年月 日現症)」

「⑩計測｣、｢⑪一般状態区分表｣及び｢⑫腎疾患｣の欄が記入されていること｡ま

た、次の項目についても確認すること。

.⑫1(3)欄過去6月における2回以上の検査成績をそれぞれ記入すること。

「血清アルブミン｣については､BCG法､BCP法または改良型BCP法のいずれかを

○で囲んであること。

・人工透析療法の導入後は､毎回の透析実施前の検査成績を記入すること。

．⑫3欄人工透析療法を実施している場合は､血液透析､腹膜透析または血液

濾過のうち､実施したもの全てに○をつけ､最初に実施した人工透析療法の開始

日が記入されていること。

・腎移植を受けている場合は､「4その他の所見｣に腎移植の移植日が記入され

ていること。

(注）人工透析療法施行中の場合は､その原因(要因)となった傷病の初診日から起算して

1年6月を経過する前に､人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した

日が到来した場合は､その到来日が障害認定日となる。

』
【
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用） （2／2）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

○診断書⑬欄｢肝疾患(平成年月 日現掴」

「⑯計測｣、｢⑪一般状態区分表｣及び｢⑬肝疾患｣の欄が記入されていること｡ま

た､次の項目についても確認すること。

．⑬1（3）欄過去6月における2回以上の検査成績をそれぞれ記入すること。

「血清アルブミン｣については､BCG法､BCP法または改良型BCP法のいずれかを

○で囲んであること。

アルコール性肝硬変の場合は､「1臨床所見(3)検査成績｣に180日以上アル

コールを摂取していないか､及び､継続して必要な治療を実施しているかについ

て､該当する箇所に○が付されていること。

･ Child-pughによるgrade該当する点数を○で囲んであること。

・肝移植を受けている場合は､「8その他の所見｣の肝移植の有無と併せて移植

日が記入されていること。

【ポイント】

初診時（1番最初に受診し
た医療機関）の医師の証明
が添付できない遥合であ

って、請求者から健診日を
初診日とするよう申立て

がある場合は、障害年金の
初診日に関する調査票〔躍
臓･膀胱の病気用〕、〔肝臓

の病気用〕、〔糖尿病用〕を
確認すること。

○診断書⑭欄｢糖尿病(平成年月 日現症)」

「⑩計測｣､｢⑪－般状態区分表｣及び｢⑭糖尿病｣の欄が記入されていること。

○診断書⑯欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持ちますので､現症時において日常

生活がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入

されていること。

○診断書⑰欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

占

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(血液・造血器その他の障害用） （1／2）

巌式第120号の7

診断書 〔呼瀦"職句
国民年金
厚生年金保険④

|“’性別|…'’生隼月日
昭和
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１

機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
」

(1)主な傷病名

再生不良性貧血､骨髄性白血病､血友病､クローン病､直腸腫瘍､膀胱腫瘍､ヒト

免疫不全ウイルス感染症･その続発症､慢性疲労症候群､化学物質過敏症など

(2)留意事項

○診断書①欄～⑪欄

診断書①掴から⑪欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと。

診断書②と③樹の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するため｡）

○診断書⑫欄｢一般状態区分表(平成年月 日)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるの窓必ず現

症日(平成年月 日)が記入されていること｡また､アーオのいずれかに○が

付されていること。

○診断書⑬欄｢血液･造血器(平成年月 日現症)」

傷病名が再生不良性貧血や骨髄性白血病等の場合は､この欄が記入されている

こと｡また､いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるの

で､現症日が記入されていること。

一ｺ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

（血液。造血器その他の障害用） （2／2）

⑭免疫機能障害 呼賦 年 月 日覗症）
1．検韮迩執

厩面…I恥他I
2．身体窪状群
①1個WlHI以-1錫宏鯵臥1Mを必要と寸・患ほどの蝉､侭立惑及び
易貨労蛎力珊に7日以上ある
職桝翻の選徹のため．能添野に比し10％以上の仲粟減少があ愚
③月に7日峨上の不定の発験《38℃以上）が2ケ〃以上挫く
④1剛二3回以上の認炊ないし水鵬.F荊が川二7&1以上ある
②lHにZ画以眼の噸！tあるいは30分以上の噸弧が朏二7‘日
以上ある

⑤鮎1fや血巻しくなる“ぬが椰日の必う腿lil乳する
②抗HIV蝋法IこよるH‘膳生禰'二糞陣勅唾陛ろ劇作川がある．
〈の~⑤の錐狐瞥欺く） （批HIV磁腿を実胸している囎合）
⑧生鉾食料鋤の孤取禁止聯のI端雄猫澗幽上の朔概が必混で曲る
⑨l却以州ニロ酷内ｶﾝジダ鴎翻R姻修.凧純へﾙぺｽｳ部ﾙﾒ“型、
膜染性吠閥哩，鍵Iヒコンジローム等の”I児墓醗Ql働庇性がある
卵隠学的児111により抗'11V出瀧が号sない帆理である

｜ 平“ ’
『

’

禰
狗
打
荊
禰
荊
櫛
鞠

ｌ
く
く
く
く
ｆ
ｆ
Ｉ

１
１
１
１
１
１
１
１

馬
農
紙
遍
囲
鏡
脆
膳

|"側"ﾘﾝ'"l"|じ1M溺憾fI･ﾘﾝバ峨臘 “f

；＃
1Aし

農．）
いいえ）

１
１

5．脈Ⅲ不能なエイズ合併縦のため
介助なくしてはIM常生活がほ
とんど不可雌な状態である

はい ． いいえ

4．エイズ発捉の醗往の
打無

3．現獅排裁している則燗Wの祇況
ロ代謝興希口卿7””一口肝陣寄口群再審口獅神揮寄口神畦嘩密
画その漣(磯荊墹､蝋嬰状況&ぴ測价柵の状況）

［ ;灯 ． 無

I C型 ･ 口その他( ))賑箕そ発童している壇含略企丁思砿してください｡）
〈2）漣配所兇

食適mi願轍 鮭 ・ イj“l鍵による、X捻逮彫による．その他（
肝硬髪 臓 ・ 打 （代侭他、 称1噸性）
肝樋鞄摘 獣 ・ 郡
ガi：住騒鰯 鷲 ， 術 《1年賦内に礎唾したことがある）
眼 水 鮒 ・‐荊 ・ 斬
澗化擶111血 鮭 打 （･1年以内に録寵したことがある）

(蟻ピリルピン側の上舟唾愚た#‘鞭禰の他川 無・榊

日瑛癌）

□C型
〈21

状況 （ロ繋荊性 ‘ ロB型 。
f軒u

6．

（1）
)）

壁 I D I

⑮その他の障害 （平鏡 年 月

険姦
血雄･生
成裁
化学縦企

2.
(1）

1．謹 状
（1）、睡盛秋

(2)他極所児 (2)その他”険先戒銭

3．人工慶器等

(1)人工肛門透妓雛

（鋤服蹄実更折篤

く31 ,研跨配遥睦墨

術 閲除年J1日：乎醍

終了隼〃ロ？半呪

術（カテーテル留匪：叩迩

打（ 》平鹿

解
年
年
単

閲

〃

卯

間

１

日
間
剛

(4)胤己専製の常坤幽行

(司完令騏失錐旗懸

I⑳その値の手楕

鴬
無
膳

〃
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
月

日
冊
側
間
囮

日
ｕ
日
Ⅲ
日

月
剛
月
川
月

酔
癖
卿
孵
孵

遥
禰
遠
切
手

皮
皮
填
成
哩

平
平
半
半
平

年
年
年
年
竿

ｲj

ｲl

ｲ1 日

⑬現症時の日儒生活活
励脆力及び労働能力

催ず混入してください）

⑰
予 後

〈必ず庭入してください】

⑱

鰯 考

上記のとおり、診断しますc

病院又は胎据所の瀦称

所 在 地

平成 年 月 日

鯵撫担当科端

医剛氏名 印
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項
」

i

○診断書⑭楠｢免疫機能障害(平成年月 日現症)」

傷病名がﾋﾄ免疫不全ウイルス感染症及びその続発症の場合は､この欄が記入さ

れていること｡また､いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項と

なるため､現症日が記入されていること。

※各般の事情により具体的な病名が記入されない場合がありますが､個人情報

の保護には､十分留意した事務処理を要すること。

○診断書⑮欄｢その他障害(平成年月 臼現症)」

傷病名が直腸腫瘍や膀胱腫瘍等の場合は､この欄が記入されていること｡また、

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるため､現症日が

記入されていること。

(注)人工肛門造設した者が2級となる場合の障害認定日

障害の状態 ’ 障害認定日

人工肛門造設から起算して6月を経過した

日または新膀胱造設日のいずれか遅い日

(※）

人工肛門を造設し､かつ､新膀胱を造設し

た場合

人工肛門造設日又は尿路変更術を施した

日のいずれか遅い日から起算して6月を経

過した日(※）

人工肛門を造設し､かつ､尿路変更術を施

した場合

人工肛門造設日又は完全排尿障害に至っ

た日のいずれか遅い日から起算して6月を

経過した日(※）

人工肛門を造設し､かつ､完全排尿障害状

態にある場合

※初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。

【ポイント】
請求傷病が「化学物質過敏
麺の場合は、化学物質過

敏症の照会様式が添付さ
れていること。「慢性疲労

症候群」の掘合感重症度
分類(PSO～PS9)が
記入されていることを確
認すること。

○診断書⑯欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持つので､現症時において日常生活

がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入され

ていること。

○診断書⑰欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと。

○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

｢ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料3年金給付受付システム処理状態コード表
l

共通資料3年金給付受付システム処理状態コード表

|項霊|饗’
状態
コード

項霊 届書の処雲状態状態表示

新規受付

他Gから回付された担当G受付

不愉補正が必要なものを担当Gへ回付

受付

回付受付

補正受付

補正後再委託

傷病分離受付

進篝受付

展開受付

返戻後の再受付

新規受付取消

本人照会中

本人回答

年金事務所照会中‘

事務所回答

他省庁照会中

他課照会中

市町村照会中

外国保険者照会中

他省庁回答

他部回答

市町村回答

外国保険者回答

支払機関等照会中

支払機関等回答

入力制限中

次回へ回付

事故補正中

回付中

内部返戻作成中

外部返戻作成中

退罠送付

外部返戻中

展開先登録日

暹征送付日

認定中

認定済（経過）

事務所検診等依頼中

医療機関等照会

認定済（増額）

認定済（減額）

認定済（停止）

事務所検診等回答

医療機関等回答

認定済（継続）

審査中

キーツー依頼中

オンライン依頼中

裁定済

旧法裁定済

手当金裁定済

皿
一
咽
一
皿
一
皿
一
睡
一
睡
一
咽
一
睡
一
呼
一
叩
一
卵
一
四
一
》
｜
皿
一
函
一
睡
一
睡
一
睡
一
睡
一
吋
一
睡
一
皿
一
呼
一
和
一
咽
一
唖
一
睡
一
犀
一
睡
｜
唾
一
画
一
》
｜
竺
唖
一
咽
一
唾
一
睡
一
呼
一
歴
一
睡
一
吋
一
睡
一
睡
一
ｍ
一
ｍ
一
唖
一
睡
一
咽
一
唾
一
睡
一
》
｜
》
｜
唖
一
和
一
函
一
睡
一
睡
一
畔
一
睡
一
睡
一
画
一
唖

１
’
２
’
３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
ｌ
ｇ
ｌ
ｍ
ｌ
洞
一
恒
一
幅
一
粋
一
幅
一
幅
一
”
｜
幅
一
幅
一
麺
一
四
一
空
一
配
一
酔
一
率
一
率
一
諏
一
率
一
四
一
釦
一
翫
一
聖
一
銅
一
課
一
頭
一
率
一
諏
一
翠
一
謂
一
姻
一
輌
一
姪
一
幅
一
“
｜
幅
一
妬
一
塀
一
輻
一
幅
一
印
一
罰
一
理
一
顕
一
畢

塞
一
鏥
一
罰
一
串
一
顕
一
函
一
鄙
一
窪

補正して再度委託へ回付

傷病分離による受付

進運受付

展開受付

返戻後の再受付

新規受付登録誤りのみ取消

本人へ照会中

本人からの回答

年金事務所へ照会中

年金事務所からの回答

他省庁へ照会中（共済、労災等）

他部へ照会中

市区町村へ照会中

外国保険者へ照会中

他省庁からの回答

他部からの回答

市町村からの回答

外国保険者からの回答

支払機関等へ照会中 一」

支払機関等からの回答 型｜
翌日格納処理後の入力する

次サイクルで入力する

事故処理後に入力する

回付中

内部返戻作成中

外部返戻作成中

返戻送付

外部返戻中

展開先登録日

遅延送付日 一

璽定担当匡師へ認定を依頼中

鰯定済（経過讓察）

年金事務所へ検診等依頼中（日常生活調査を含む）

医症機関等へ照会中

認定済（増鎮改定）

浬定済（減類改定）

認定済（支給停止）

年金事務所からの検診等の回答

医喪拠関等からの回答

認定済（継続）

主任障害年金専門官及び係員赤審査確認中 」
キーツー入力処理へ依頼中 」
オンライン入力処理へ依頼中

裁定諦求書裁定済

旧法障害年金裁定済

障害手当金裁定済

委託処理終了

外部返戻済

|外部返戻済

展開済
共済備報交換文書送付
|本人へ返戻
|年金事務所へ返戻・回送
|共済関係へ返戻｡ 回送
|レントゲンフィルムを本人へ返送

委託終了

外部返戻済

外部返戻済

展開済

共済情報交換文書送付

本人へ返戻

事務所へ返戻・回送

共済へ返戻・回送

レントゲン返送

処理不要

通知発送

再裁定処理へ変更

処理完了

処理不要

不支給等通知を本人へ発送

一般の届書から再裁定が必要な場合

処理完了及び編綴所処理へ回付

→
1
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項目点検チェックシート（障害基礎）

日 基礎年金番号年 月

チェック者（事務所等）
’

購求者氏名年 月 日

チェック者（障害年金センター）
’

【年金請求書（国民年金障害基礎年金）】

’

20150918

項目内容 点検内容 亭翫等
陣冒年金
センター

①受取機関の確闘
（振込事故の防止）

口金融機関の証明印があるか。証明印がない場合は通帳の写しが添付さ
れ、写しと配職内容が一致しているか（預金種別も確認） ＠

口ゆうちよ銀行の場合、記号は左詰めで記入されているか。番号は右詰め
に記入されており、最後の数字は「1」であるか。

口謂求者のカナ氏名と口座名競カナ氏名が完全に一致しているか。

口
帝融硬閏名か言叙する、止しい金融磯閏コード・支雁;コードか配戦され

ているか。

②加算額対象者（子）の確認（子
の加算漏れ防止）

口戸籍等より、子の加算額対象者はいないか。

口 加算額対象者の子がいる場合、子の障害の状態は「ある」又は「ない」
の該当する一方にOが付されているか。
(障害状態にある場合は、診断書が必要。）

口子の加算を希望する場合、配偶；
鯛雷又は障害年金の子の加算謂］
(平成26年11月以前に加算対管

ﾖの児童扶震手当証書、児童扶震手当額
2に係る申出書の添付があるか。
2期間がある場合）

④配偶者記録の確認
(記録の漏れや不備の防止）

国民年金第3号被保険者期間がある場合、次の内容を確認する。
(不轄含顯録については、業務処理要領【マニュアル】国民年金（適
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

u躍睡床睡k床哩官〃ﾛ躍床魎云山j窟ロヨ1－限つノの奴猛童官認xE細回こ

合致しているか。

u配偶百の弟Z弓破保嘆百期間ご宣致し~Eいるか。 《配偶百かOb蔵以上

で老齢給付の受給権がある場合は、被用者年金制度の被保険者であっ
ても第2号被保険者に該当しない）

⑤配偶者の公的年金の受給状況
(加給加算もれ・過払い防止）

配偶者の受給状況の欄に記戦漏れがないか。
□ （未記入の場合は、配偶者悩報等によって年金受給の有無を確認するこ
と。）

受
給
権
者
で
あ
る
場
合

ロ配偶害の原簿記録の配偶者状態は正しく登録されているか。

口配偶者の年金に、加給年金が支給されているか。

。遡及裁定の場合で、舗求者（老齢満了者）の受給権発生後
に配偶者の退職共済年金（老齢満了者）、障害共済年金、
老齢厚生年金（共済組合決定分、老齢満了者）が発生して
いる場合、 「加給年金額支給停止事由骸当届（様式第230
号）」が必要。

④請求者記録の確認
(記録の漏れや不備の防止）

□ 他の年金手帳番号の有無、他の基礎年金番号の有無など、記録不備の有
無を確翻しているか。 （旧姓を含む。）
(他の年金手帳番号があった場合、脱退手当金支給済でないか、確認す
ること。）

国民年金第3号被保険者期間がある場合、次の内容を確認する。
(不籍含顯録については、業務処理要領【マニュアル】国民年金（適
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

口健康保険（保険者が健保協会の場合に限る）の被扶蟹者認定期間と
合致しているか。

8口配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか。 （配偶者が65歳以上

I篭蕊§纒麓麓艶諭被用書年金制度の被保険書であつ
’砺耗言箪犀哩曹Iこ哩雪しな”
口既に他の傷病による障害給付の受給権者である場合、法定免除期間が合
致しているか。
(昭和61年3月以前は、障害年金を事由として法定免除の対象とされ
るのは、旧国民年金法の障害年金晏給権者であった期間のみ。）

□ 厚生年金第四種被保険者記録がある場合、その資格喪失日において240
月（中高齢特例の場合は180月）を越えていないか。

ゆ‐‐‐ローー ローーーーー■■■



20150918

⑤障害原因の確認

（
求償防止、労災給付等
確認もれ防止 ）

口
障害原因が第三者行為による場合は、第三者行為事故状況届、確認書、
交通事故証明書等が添付されているか

⑥障害給付の請求事由
(購求種別誤り等の防止）

ロ (1)～(4)欄の記入漏れはないか

ロ
認定日による請求を1年以上遡及して行う場合、現在の症状のほかに、障
害圃定日時点の診断書の添付があるか

□
｢初めて1級または2級」の場合、65歳到達前に初めて2級以上の障害
に該当した診断書が添付されているか（謂求は65歳到達後でも可。）

ロ請求原因が「2．事後重症による謂求」の場合、理由は配入済みか

ロ 平成6年11月9日前に障害給付を受けたことがある場合、年金班書配号
番号、年金コードが記入されているか（参考1）

□ 初診日が昭和61年4月1日前、当時の保険料納付要件に該当しない場
合、障害基礎年金の特例要件（参考2）を確認したか（初診日が「共
済」の場合を含む。）

□ 初診日が任意未加入期間である場合、特別障害給付金の鯛求を確認した
か（参考3）

ロ 障害原因が業務上の潟病やケガに起因する場合は、同じ鶴病について、
労働者災害補償保険等の有無を確認しているか。

(労働者災害補償保険法による障害（補償）給付今労災給付の額にて鯛
整、労働基準法による障害補償→年金を6年間停止）

１
認確とれ漏

明
立
証
申
止

識
緯
蛎

計
計
れ穫

□
生計同一関係の申立の記入、署名（又は記名押印）等記載漏れがない
か。

現に生計維持されている事実について、生計維持の認定に必要な瞥類は
口添付されているか（【給付情2011-40】参照）
(※老齢給付、遺族給付とは生計維持の時期が異なるため、生計維持認
定に必要な書類も異なるため） ‘

⑧裁定請求書受付年月日
(請求遅延の確認漏れ防止）

口受付日が受給権発生日から5年を経過している場合、 「年金裁定購求の遅
延に関する申立書」の添付がされているか。
(受給権発生が平成19年7月7日以降であり、かつ、配録の訂正等によ
り時効を援用しないと判断された場合は添付不要。 ）

口
｢時効の取扱いにかかるチェックシート」にて処理区分を確麗している
か0

⑨選択申出書の内容確認
(選択申出内容の誤り防止）

□
選択関係にある他年金があった場合、 「項目点検チェックシート（年金
受給選択申出書）」により確認しているか。

連絡事項



項目点検チェックシート（障害給付）

日 基礎年金番号年 月

チェック者（事務所等）

請求者氏名年 月 日

チェック者（障害年金センター）
’
’

【年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）】 ’

｜

’

’
1

I

20150918

｜
I

項目内容 点検内容 享箇所等
陣宮年金
センター

①年金受取機関の確
（振込事故の防止）

認
□ 令融機関の証I
れ、写しと記i

目印があるか。証明印がない場合は通帳の写しが添付さ
髄内容が一致しているか（預金種別も確認） 。

□ゆうちよ銀行の場合、記号は左詰めで記入されているか。番号は右詰め
に記入されており、最後の数字は「1」であるか。

ロ請求者のカナ氏名と口座名義カナ氏名が完全に一致しているか。

ロ
金融制
ていそ
I関名が合致する、正しい金融機関コード・支店コードが記載され
Iか◎

②加算額対象者（子）の確認
(子の加算漏れ防止）

口戸籍等より、子の加算額対象者はいないか。

□ 加算額対象者の子がいる場合、子の障害の状態は「ある」又は「ない」
の該当する一方に○が付されているか。
(障害状態にある場合は、診断書が必要。）

ロナの』U冥琶市塞9つ鰯百、凹口1函百の冗篁炊奮チヨ謎琶、冗里錬章チヨ韻

調書又は障害年金の子の加算請求に係る申出害の添付があるか。
(平成26年11月以前に加算対象期間がある場合）

⑧請求者記録の確認
(記録の漏れや不備の防止）

□他の年金手帳番号の有無、他の基礎年金番号の有無など、記録不備の有
無を確認しているか。 （旧姓を含む。）
(他の年金手帳番号があった場合、脱退手当金支給済でないか、確認す
ること。）

国民年金第3号被保険者期間がある場合次の内容を確認する。
（不轄含記録については、業務処理要領
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

【マニュアル】国民年金（適

u陸唾床啄k床ﾛ央臼〃･硬玉味画室”堀口I竺眠つノ”極猛童琶E魁疋ﾀ組I印巳

合致しているか。

口配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか。 （配偶者力も5歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用者年金制度の被保険者であっ
ても第2号被保険者に該当しない）

□既に他の傷病による障害給付の受給権者である場合、法定免除期間が合
致しているか。
(昭和61年3月以前は、障害年金を事由として法定免除の対象とされ
るのは、旧園民年金法の障害年金受給権者であった期間のみ｡）

□ 厚生年金第四種被保険者記録がある場合、その資格喪失日において240
月（中高齢特例の場合は180月)を越えていないか。

④配偶者記録の確認
(記愚の漏れや不備の防止）

国民年金第3号被保険者期間がある場合、次の内容を確認する。
(不整合記録については、業務処理要領【マニュアル】国民年金（適
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

口健康保険（保険者が健保協会の場合に限る）の被扶震者認定期間と
合致しているか。

口配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか。 （配偶者が65歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用者年金制度の被保険者であっ
ても第2号被保険者に該当しない）

⑤配偶者の公的年金の受給状況
(加給加算もれ・過払い防止）

配偶者の受給状況の欄に記載漏れがないか。
ロ （未記入の場合は、配偶者情報等によって年金受給の有無を確認するこ
と。）

受
給
権
者
で
あ
る
場
合

口配偶者の原簿記録の配偶者状態は正しく登録されているか。

口配偶者の年金に、加給年金が支給されているか。

･遡及裁定の場合で、請求者（老齢満了者）の受給権発生後
に配偶者の退職共済年金（老齢満了者）、障害共済年金、
老齢厚生年金（共済組合決定分、老齢満了者）が発生して
いる場合、 「加給年金額支給停止事由該当届（様式第230
号）」が必要。
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⑥障害給付の請求事由
(鯖求種別誤り等の防止）

□ (1)～(3)欄の記入漏れはないか

ロ
認定日による請求を1年以上遡及して行う場合、現在の症状のほかに、
障害認定日時点の診断書の添付があるか

ロ 「初めて1級または2級」の場合、65歳到達前に初めて2級以上の陣
害に該当した診断書が添付されているか（請求は65歳到達後でも
可。）

口請求原因が「2．事後重症による請求」の場合、理由は記入済みか

□ 平成6年11月9日前に障害給付を受けたことがある場合、年金証書記
号番号、年金コードが記入されているか（参考1）

初診日が統合共済の場合、次の内容を確認済みか（参考2）

口統合日以後に障害認定日があるか

口統合前に共済組合の障害給付の受給権が発生していないか

口職域加算部分はあるか

初診日が共済厚年期間の場合、次の内容を確認済みか（参考2）

口一元化施行日後に障害認定日があるか

口一元化施行日前に共済組合の受給権が発生していないか

口恩給公務員期間や退職一時舎返蜜期間がないか

ロ 初診日が任意未加入期間である場合、特別障害給付金の請求を確認した
か（参考3）

3障害原因の確認
戸

ｰ

求償防止、労災給付等確
もれ防止 1

ロ
障害原因が第三者行為による場合は､第三者行為事故状況届、確認害、
交通事故証明書等が添付されているか

□ 障害原因が業務上の傷病やケガに起因する場合は、同じ傷病について、
労働者災害補償保険等の有無を確認しているか。

(労働者災害補償保険法による障害（補償）給付→労災給付の額にて調
整、労働基準法による障害補償今年金を6年間停止）

鑿
℃

計維持証明
計維持申立漏れと確認
漏れの防止 ］

口生計同一関係の申立の記入、署名（又は記名押印）等記載漏れがないか

現に生計維持されている事実について、生計維持の認定に必要な書類は
ロ添付されているか（【給付情2011-4d参照）
(※老齢給付、遺族給付とは生計維持の時期が異なるため、生計維持認
定に必要な書類も異なるため）

⑨裁定請求書受付年月日
(請求遅延の確認漏れ防止）

口受付日が受給権発生日から5年を経過している場合、 「年金裁定請求の
遅延に関する申立書」の添付がされているか。
(受給権発生が平成19年7月7日以降であり、かつ、記録の訂正等によ
り時効を援用しないと判断された場合は添付不要。）

□
｢時効の取扱いにかかるチェックシート」にて処理区分を確認している
か

⑩選択申出害の内容確認
(選択申出内容の誤り防止）

□
選択関係にある他年金があった場合、 「項目点検チェックシート（年金
受給選択申出雪）」により確認しているか。

連絡事項



項目点検ﾁｪｯｸｼｰﾄ(障害基礎卜障害厚生) 【障害年金ｾﾝﾀｰ用】
ｰ

I■ーーー＝一ローローーー･…ー一一一ー一ローーーーーー･･｡ー■■一･･･~‐ーーーー＝ｰ‐一・・一＝･ﾛ｡･･･-.ローーーーーー････ー■ーーーー~ーｰー一一・ﾛﾛﾛｰｰ一･･－一ー一一ー･ローローーーーロローーー｡■可

|●このチェックｼｰﾄは､障害基礎年金又は障害厚生年金の年金請求書の審査にお ：
｜ いて､使用する。
|●審査担当者は､確認した｢主な審査項目」のチェック欄に咳を付す。

|●｢○○の場合｣とある項目について､その場合に該当しないときは､ﾁｪｯｸ欄を ！
｜ 斜線で抹消する。
|●ヅを付すことができなかった項目に関し､整備が必要である場合は返戻を行う。
ロ 二 面

ｌ

ｌ

Ｉ

課所符号（ ）進達番号（ ）

’

1

、
／
一
↓

データ印押印欄（チェック曰）

確認者 担当者

項目 主な審査項目
チェック
棚 備考

病
歴
・
就
労
状
況
等
申
立
書

傷病名、発病日、初診日

発病したときの状態と発病か
ら初診までの間の状況

治療の経過

年金請求書に記職の傷病名について､傷病ごとに病歴。
就労状況等申立雪が作成されているか。

手玉悸脚両氷雪l－Bp戦山煽鴻山1巴'一6多田J富山磁仔p早琶●賊1土

症欄に傷病が記職されている場合、その傷病についても
病歴・就労状況等申立雪が作成されているか。

年金請求書の傷病名、傷病の発生した日及び初診日が、
病歴・就労状況等申立雪の傷病名、発病日及び初診日と
一致しているか。

発病したときの状態、発病から初診までの間の状況が配
入されているか。

先天性疾患については、出生時から初診までの状況が記
入されているか。

発病から初診までの間に医療機関を受診した記述がない
か。

初診医療機関の名称、通院期間、受診回数､入院期間、
治療経過などが記入されているか。

受診した医痩捜関ごとに区切って記入されているか。

受診していない期間がある煽合、その期間についても記
入されているか。

受診していない期間がある掲合、その期間について、受
診しなかった理由、自覚症状の程度、日常生活の状況な
どが記入されているか。

1枚に複数の傷痛が配載され、個々の状況等
が不詳になっていないか。 ’

騎求鬮痛と障害のある部位が麗複せず、相当
因果関係がないことが明らかな蝿合は作成不
要｡

障害厚生年金の鯖求において、初診日が昭和
61年4月1日より前の温合は発痛牛墨だな
る｡

発病（先天性疾患は出生時）から初診までの
期間、 1つの医療橿関の受診期間及び受診し
ていない期間が長い遼合は、3年から5年ご
とに灰切って記入されていること。
先天性疾患については、例えば小学校入学
前（幼稚園、保雷園）、小学校低学年、小学
校高学年、中学生、高校生に区切って日常生
活や学校での状況が記入されていること。

再発か総続かの判断材料とじて必要。

受
診
状
況
等
証
明
書

【受診状況等証明書の濡付が不要な場合】
以下の3つの要件をすべて満たす場合
1．初診医療機関と診断書作成医療機関とが同一であること
2．本人申立ての初診日、診断書③及び⑧欄の記載がすべて同一であること
3．診断書⑧欄の記職根拠が「診綴録で確認」となっていること

3つの要件すべてを満たす場合、
受診状況等証明書、謂査票の
審査不要
(チェック欄を斜線で抹消）

受診状況等証明書又は受診状況等証明露が添付できない申立害が整備されているか。
障害年金審査堂務マニュアルを参照
障害基礎年金→P4Q4Z48
障害厚生年金→P1Sal42143

氏名、傷病名、発病年月日、
傷病の原因又は誘因
B■■ー一一■■－ーー‐ー■■ー‐画一一一一一一一一ローーーー■■ーｰ

発病から初診までの
経過
､‐ー－－ーローーーーー■■■■■■ー＝＝一一‐■■ーーローー■■ー－画■

記城根拠

複数の傷病が記入されている場合、それぞれの傷病の発
病日、初診日が分かるように記入されているか。
■■■■■■■■■ーｰーーー■■■■＝ー■■ー■■■■ー＝■■■■■■＝■■■■ーー■■‐ー－口■■■■■■ー■■‐ー‐‐‐‐‐ー■■‐■■＝ー＝ｰー＝＝＝■‐ー

前医受診の記峨がないか。

印一一一一ロー■■ーｰｰ■■ローーーーー‐ｰーー‐‐‐ｰ■■ーローーー‐ｰー■■ー■■ー■■ー‐ｰ‐一ｰー－口‐‐‐－－‐‐ー

いずれかに○が付されているか。

複数の記職根拠に○が付されている場合、どの部分がど
の根拠に基づいて配入されだものであるかが分かるよう
に配入されているか。

‐‐ｰーー‐ー

‐■■一一-一

■‐‐ー■■ー■■ーーーー■■■■ー■■■■－－－－■■■■■■ーーー■■■■ー■■＝ｰ■■■■＝ー

配職がある場合、いつの診療録から配職した
ものであるか確認する。
■‐‐ーーー一一一■■■■■■■■■■ー■■－－－＝－－ー■■ｰ■■■■ー■■ーー

受診状況等証明書
作成医師

作成年月日、医療機関の名称及び所在地、診療担当科
名、医師の氏名及び押印に漏れがないか。

初診医療機関の受証が添付できない場合、参者となる寅料の添付があるか。
障害年令蜜香華務マニュアルを参照
障害基礎年金→P49～57
障害厚生年金今P144～151



項 目 主 な 審 査 項 目
チェック
掴 備 考

調
査
票

先天性疾患（眼、耳股関節疾患）の場合、鯛査票が添付されているか。

初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、請求者から健
診で要治漂と指示された日を初診日として請求するとき、鯛査票が添付されているか。

初診日が確闘できる資料が添付されている喝
合は、鯛査票の添付は不要となる。
障豐年令審香華務マニュアルを参照
障害基礎年金今P41
障害厚生年金‐P136

診
断
害
・
共
通
事
項

様式の種類等

①～⑨欄

障害の状態（現症日）

現症時の日常生活活動能力
及び労働能力

予後

診断書作成医師

診断雪の様式畝年金請求雪に配職の傷病名、障害が現
れている部位・状態からみて合致しているか。
■‐ローｰ‐‐一一‐ー■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■ー■‐ｰー‐‐ーーーーｰーーｰｰー‐ｰ■

年金請求書に記職の傷病名が2つ以上で、障害麗定日が傷
病別に異なる場合､それぞれの障害認定日の状態を明ら
かにする診断書が添付されているか。

診断霞に記入されている氏名、生年月日、性別及び住所
が年金請求雷に記入されている氏名等と一致している
か｡

①~⑨欄に記入漏れがないか。

…について、 「診痩録で確麗」又は「本人の申立
て」のいずれかに○が付されているか。

…が「本人の申立て」に○が付されている場合、 （
）内にその申立て年月日が記入されているか。

…の記職と、年金謂求害及び病歴・就労状況等申立
團に記入されている発病日及び初診日が一致している
か｡

…が年金請求雷に記載されている傷病の発生した
日より薊の日付になっていないか。
D■■－■■ー■■■■ー4■■＝■■■■一■■■■■■＝■■■■■■4■■■■■■ー■■■■■■ー■■■■■■ー■■■■■■ー‐ｰ一‐‐■■■■ーー■■一幸ー‐‐ーーーｰ●■■■･■

⑧欄に前医受診の記職がないか。

記入漏れがないか。

記入された現症日は年金謂求雪に配載の謂求事由に照ら
して妥当なものか。

現症時において日常生活がどのような状況であるのか、
また、どの程度の労働ができるのか等の記入がされてい
るか。

記入漏れがないか。

､ー■■ーｰー■■ーーーロー‐‐＝ーローーー‐‐ー－－ーーー-口■■ー‐‐■■‐ｰ■■ｰー■■■■＝■■■■■■ロ■■＝■■‐■■■■ー■■ｰ■■ー■■‐■

作成年月日、病院又は診療所の名称及び所在地、診療担
当科名、医師の氏名及び押印に漏れがないか。

‐一一■■ｰ‐‐■

■■＝■■■■■■■■ー

■■ー‐■■■■‐■■■
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謂求事由が「2.事後重痒による鯖求」である
混合を除く。

■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ーー■■ー■■一一一■■ー■■■■ーーー■■■■■■ー■■ーー

削医受診の記職がある蝿合、前医の受証が必
要｡

障害年余塞杏鑿務マニュアルを参照
障害基礎年金今P41～43
障害厚生年金今P136～138､

診断時点において断定できない渇合であって
も「不詳」等の配入がされているか。
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そ
の
他

保険料納付要件

年金請求書

障害厚生年金のみ

納付要件はあるか

購求日力も5歳到達日以降である場合又は老齢基礎年金を
繰上げ請求している場合は、錆求事由「1.障害認定日によ
る諸求」が選択されているか。

初診日が65歳到達日以降である場合は、入力帳票欄が
｢厚生」欄のみ記入されているか。

初診日が65歳到療日以降にある混合は、65
歳碧1選範の期間で3分の2要件があるか。

年金鯖求轡配職箇所
障害基礎年金→④(1)棚
障害厚生年金→⑭(1)棚

老齢基礎年金の受給権がない蝿合を除く。

＜連絡事項等＞


